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平成27年度当初予算について

1 予算編成にあたっての基本的な考え方

企業庁は、水と電気の「安全・安心・安定」供給を基本方針とし、平成19年度に

策定した「長期経営ビジョン」（平成19～28年度）に掲げる経営目標の実現に向け、

IS09001品質マネジメントシステムを活用した事業運営を行っています。

平成27年度においては、耐震化・老朽劣化対策を図るため、計画的な施設改良を

進めながら、安全・安定供給の継続に努めます。

また、平成27年4月1日に水力発電所の民間譲渡が完了することからイ RD F焼

却・発電事業を主体とする「電気事業Jを継続するとともに、水力発電事業に係る

PC B廃棄物の保管・処理業務等の残務整理を行います。

なお、これらの事業の実施に加え、財務基盤の強化を進めるため、新規企業債の

発行抑制に努め、金利負担の軽減を図ります。

2 主な重点項目

( 1 ）計画的な施設改良の推進 予算額 6,787, 755千円

将来にわたり水と電気の「安全・安心・安定J供給を実現するためには、管路や

浄水場などの施設を効率的に整備し、適切に維持・更新していくことが不可欠です。

このため、施設の耐震化を重点的に進めるとともに、老朽劣化対策として電気・計

装・機械設備の更新等を実施していきます。

①耐震化 予算額 2,248, 989千円

浄水場等の主要施設や水管橋の耐震補強を行い、大規模地震等による被害の軽減

を図ります。

－沢地浄水場耐震補強工事

・野代導水ポンプ所耐震補強工事 他

②老朽劣化対策 予算額 2, 787, 343千円

管路や設備機器を中心に、効率的に改修や取替等を行い、漏水や故障等による給

水障害の未然防止を図ります。

－高野浄水場中央監視制御設備改良工事

・野代導水ポンフ。所電気計装設備改良工事 他

③ その他（配水運用の強化等） 予算額 1, 751, 423千円

新規ユーザ一向けの配水管布設工事等の管路整備や配水運用の強化などを図り

ます。

－内径 250粍配水管布設工事（雲出長常～雲出伊倉津） 他



( 2) r企業庁のあり方に関する基本的方向Jの具体化による経営改善

予算額 2,158, 911千円

平成27年4月1日に民間譲渡が完了する水力発電事業の残務整理や技術管理業務

の包括的な民問委託などの取組を行います。

① 水力発電事業の民間譲渡（残務整理） 予算額 1, 868, 863千円

平成27年4月1日に水力発電所の民間譲渡が完了することから、 RD F焼却・発

電事業を主体とする「電気事業」を継続するとともに、水力発電事業に係るPCB 

廃棄物の保管・処理業務等の残務整理を行います。

－微量Pc B廃電気機器等処分業務委託

－企業債償還 他

② 技術管理業務の包括的な民間委託 予算額 290, 048千円

工業用水道の浄水場等（北勢水道事務所管内）における技術管理業務の包括的な

民間委託について、受託者との緊密な連携のもと適切に指導・監督を行い、安全・

安定供給の継続に努めます。

－統括運転管理及び浄水場等管理業務委託
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3 水道事業会計【議案第17号関係】

( 1 ）予算額

項 自 平成26年度 平成27年度

収益的収入 l1. 710, 220 9, 631 .. 682 

営業収益 10, 131, 822 8, 684, 457 

営業外収益 1, 010, 739 947, 225 

特別利益 567, 659 

収益的支出、＇ . 9, 524, 074 • 9, 469, 46p 

営業費用 8, 291, 039 8, 532, 764 

営業外費用 1, 172, 989 934, 702 

特別損失 58, 046 

予備費 2, 000 2, 000 

収益的収支差 2, 186, 146 162, 216 

三純／］ifふ可益ヘ汀 ゲ.);947; ~QJ ~~Q2§ 

｜資虫控主＿：＿＿＿＿ l, ~35:si3 丸子J.493，十＆97

企業債 210, 400 

出資金 l, 183, 1.25 l, 062, 393 

負担金 522, 963 

雑収入 19, 095 431, 504 

資本的支出 l 6, 665, g30 6, 377, 6,05 

建設改良費 2, 704, 386 2, 744, 648 

償還金 3, 961, 544 3, 632, 957 

資本的収支差 ム4,730, 347 1'4, 883, 708 

( 2 ）主な重点項目

①計画的な施設改良の推進

ア耐震化

増減

ム2,078, 538 

ム1,447, 365 

1'63, 514 

1'567, 659 

｜ム54,JO~
241. 725 

ム238,287 

.658, 046 

ム2,023, 930 

へ合1,91.4;)f3 

•·444.t＜~as 
ム210,400 

ム120,732 

ム522,963 

412, 409 

42~8. 3.2.5 
40, 262 

1'328, 587 

ム153,361 

・櫛田川水管橋耐震補強工事他

イ 老朽劣化対策

－高野浄水場中央監視制御設備改良工事

（単位・千円）

備考（主な増減理由）

料金改定等に伴う給水収益の減

受託工事収益の減

過年度退職給付引当金戻入の減

委託料の増

受託工事費の減

過年度賞与引当金繰入額の減

.• ・ .•. •, ..トー oペ：ー～ .. ・・ •·日 ー： .• 

）、... コ～♂～一－ ·•い ...～～ 一.一 i日一叶 う . 一 … 

水源費特別対策支援債の減

出資対象企業債の減

南勢水道拡張事業負担金の減

工事受託金の増

j～ 、一一一 ..• 一 ← へ

中勢水道改良費の増

水資源機構割賦負担金完済による減

予算額 2, 683, 738千円

123, 347千円

I, 664, 416千円

－菰野導水ポンプP所ポンフ。設備改良工事他

ウその他 895, 975千円

－雲出川水管橋伸縮管取替工事

－内径 800粍制水弁設置工事（相可） 他

② 「企業庁のあり方に隠する基本的方向」の具体化による経営改善

予算額 96, 403千円

－統括運転管理業務委託
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4 工業用水道事業会計【議案第18号関係】

( 1 ）予算額
（単位千円）

項 目 平成26年度 平成27年度 増 減 備考（主な増減理由）

収益約収入 6, 468, 772 6, 090, 734 ム378,038 

営業収益 6, 005, 408 5,618,591 1'386, 817 多度工水休止等に伴う給水収益等の減

営業外収益 463, 364 472, 143 8, 779 長期前受金戻入の増

収議的支出 6, 207; 407 5, 880, 60.5 ム326.802 

営業費用 5, 722, 820 5, 509, 575 ム213,245 減価償却費の減

営業外費用 405, 419 369, 030 1'36, 389 支払利息の減

特別損失 77, 168 1'77, 168 過年度退職給付及び過年度賞与引当金繰入額の減

予備費 2, 000 2, 000 

収益的収支差 26 l, 365 210, 129 ム51,236 

コ···~····三利益三 二J6,2,48 計下ム~2.214 ～ L 、～一 ι ～ヘ一叫 一.• .•一…一じ 一～ 

資本的収入 J, 9I~： 6.88 1ι.4iO『423～ ム~QJ, 265 九〈 ～ －、h u 一.・. ｛一九 、九 . 、ー －－に . 一一－ 一 ～ 九一一一、

企業債 680, 200 ム680,200 水源費特別対策支援債の減

補助金 104, 700 270, 000 165, 300 国庫補助金の増

出資金 1, 171, 940 1, 191, 999 20, 059 出資対象企業債等の増

雑収入 16, 848 8, 424 ム8,424 工事受託金の減

資本的支出 6,421,)62 ; 6;)9&.J45 76;Ji&3、
「 , , '• 「山ム ～ i内、～

建設改良費 3, 726, 809 4, 335, 648 608, 839 北伊勢工業用水道改良費の増

償還金 2, 694, 653 2, 162, 497 ム532,156 水資源機構割賦負担金完済による減

資本的収支差 1'4, 44 7, 77 4 ム5,027, 722 ム579,948 

( 2）主な重点項目

① 計画的な施設改良の推進

ア耐震化

・沢地浄水場耐震補強工事

・里子代導水ポンプp所耐震補強工事 他

イ老朽劣化対策

－野代導水ポンフ。所電気計装設備改良工事

・内径 1000粍制水弁取替工事（二期後期・東日野）

ウその他

－内径 250粍配水管布設工事（雲出長常～雲出伊倉津）

・内径 300粍配水管布設工事（一期・天ヵ須賀） 他

予算額 4, 104, 017千円

2, 125, 642千円

1,122,927千円

他

855, 448千円

② 「企業庁のあり方に関する基本的方向」の具体化による経営改善

（技術管理業務の包括的な民間委託） 予算額 193, 645千円

．統括運転管理及び浄水場等管理業務委託
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5 電気事業会計｛議案第19号関係】

( 1 ）予算額

項 目 平成初年度 平成27年度

収益的収入 3, 087, 909 1, 970, 624 

営業収益 2, 697, 605 1, 229, 877 

営業外J&j,主 390, 304 336, 727 

特別利益 404, 020 

収益的支出 . 4, 42Q; 276 2145.4,U.4 

営業費用 3, 171, 550 l, 819, 805 

営業外費用 327, 722 566, 379 

特別損失 919, 004 66, 590 

予備費 2, 000 2, 000 

収益的収支差 ムI,332, 367 ム484,150 

純ぺ利三…益 ｜引124,)98 ～ 1&;7~9 

資本的収入九＼ごし .•••. 2.8@776 ),36.j:g$5 

固定資産売却代金 2, 803, 776 7, 364, 095 

資本的支出ι～ てーf;1i'.9,・¥06 人1:85~.Mo
建設改良費 145, 264 l, 335 

償還金 I, 030, 842 l, 454, 550 

他会計貸付金 399, 985 

資本的収支差 I, 627, 670 5, 508, 225 

（単位千円）

増減 備考（主な増減理由）

ム1.117, 285 

ムl,467, 728 水力発電所譲渡に伴う電力料収入の減

ム53,577 長期前受金戻入の減

404, 020 退職給付引当金戻入の増

ム1.965,502 

L'd, 351, 745 水力発電所譲渡に伴う営業費用の減

238, 657 消費税納税額の増

ム852,414 過年度退職給付引当金繰入額の減

848, 217 

'1J)9Q;%37再！？Fi54:113千円、水力残務整理 JZ.(66子円ー

¥'4，主J 5切GO；一' ~1” 9 

4, 560, 319 5水力発電所譲渡による増

.; •• •. ·~79;764 ι 一一 j、一 •• ・♂戸～ ..  v一～i ' 一尽 ，.♂j ～ ｝  一一一 －一一

ム143,929 水力発電所譲渡に伴う建設改良費の減

423, 708 国庫補助金返還金の増

399, 985 貸付金の増

3, 880, 555 

（注）平成26年度当初予算額の「営業収益j、 「営業費用jには、附帯事業（RDF焼却・発電事業）の
「附帯事業収益j 、 「附帯事業費用Jがそれぞれ含まれています。

( 2 ）主な重点項目

① 「企業庁のあり方に関する基本的方向Jの具体化による経営改善

（水力発電事業の民間譲渡（残務整理）） 予算額 1, 868, 863千円

．微量Pc B廃電気機器等処分業務委託

・企業債償還 他
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II 平成26年度最終補正予算について

1 水道事業会計【議案第85号関係］

＼＼＼＼  補正前の額 補正額 l 補正後の予算額 補正項 日

給水収益 ム 82,235 
その他営業収益

5, ；！~ 
収 入 I I, 724, 099 Li65, 590 I I 658, 509 

受取利息

他会計補助金 ム 50
長期前受金戻入 I I, 425 
雑収益 Li 200 
原水及び浄水費 Li 210 8I4 

収

配業水務費費 ムム7i: ；~！ 2主
的
収 総係費 Li 8, II6 
支 支出 9, 553, 073 ム94,724 9, 458, 349 回鍾準型壁 一一一目悶｝，JJ1

資産減耗費 41,46I 
支払利患及び企業債取扱諸費 56 

消費税及び地方消費税 I50, 725 
雑支出 88I 

収益的収支差 2, 171, 026 29, I34 2, 200, I 60 

純利益（税抜き） I, 931, 09I I 77, 800 2, I08, 89I 

収入 I, 902, 690 ど'i50IOI I, 852, 589 
工事負担金 ム 3I, 455 

工事受託金 ム I8, 646 

資 業務設備及び改良費 ム 66,7I8 
本 北勢水道改良費 ム 236,892 
的

支出 6, 395, 790 ム409,IIO 5, 986, 680 中勢水道改良費 ム ~8, 250 収
支 南勢水道改良費 ど＂ 35, 795 

南勢水道拡張費 Li 31, 455 

資本的収支差 ム4,493, I 00 359, 009 ム4,I34, 09I 

（単位千円）

0継続費の変更

南勢水道拡張事業
' H23 

変更前｜ 12, 976 

変更後｜ 12, 976 

H24 
116 224 

116 224 

－ワ
t
一ワ
i

F
A
4
A

一Aパヨ

同

A

パー一
A

バー

同
川
－

q
ム一
q
L

E
F
7一7

H26 
519, 378 
450, 009 

（単位千円）

言十

721,025 

651, 656 
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【収益的収支】

（収入）

収入についての補正は65,590千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

O給水収益 ム82,235千円

北中勢水道用水供給事業（木曽川用水系・雲出川水系）の使用水量の減

0長期前受金戻入 11, 425千円

除却資産等が増加したことによる増

（支出）

支出についての補正は94,724千円の減額となり、主な内容は以下のとおりです。

O原水及び、浄水費 6210, 814千円

計画変更に伴う修繕費の減

0消費税及び地方消費税 150, 725千円

納税見込額の再計算による増

（純利益）

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ177,800 

千円増の2,108, 891千円となる見込みです。

【資本的収支】

（収入）

収入についての補正は50,101千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

O工事負担金 ム31,455千円

南勢水道拡張事業に係る多気町及び大台町からの工事負担金の減

。工事受託金 ム18,646千円

中日本高速道路（株）などからの工事受託金の減

（支出）

支出についての補正は409,110千円の減額となり、主な内容は以下のとおりで

す。

0業務設備及び改良費

契約額の確定による減

。北勢水道改良費

契約額の確定による減

ム66,718千円

ム236,892千円
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2 工業用水道事業会計【議案第86号関係】
（単位白千円）

＼＼＼  補正前の額 補正額 補正後の予算額 補正項目

給水収益 ム3511 
その他営業収議 776 

収入 13, 807, 470 18, 036 13, 825, 506 
受取手rj息 L1}6 
他会計補助金 30 
長期前受金戻入 18, 908 
雑収益 397 

収
原水及び浄水費 ム85,F§ 

益 配水費 6 77, 330 

的 業務費 6 2, 109 
収

支出 13, 555, 536 6199, 951 13, 355, 585 
総係費 43 

支 減価償却費 19, 627 
資産減耗費 6 54, 105 
支払利息及び企業債取扱諸費 6 411 
雑支出 110 

収益的収支差 251, 934 217 987 469, 921 

純利益（覗抜き） 67 153 200, 914 268, 067 

収入 I, 941, 873 6674 1, 941, 199 工事受託金 6 674 
資

業務設備及び改良費 .t:: 1 .. 5~ .. ~85 本
約 支出 6, 276, 932 6275, 304 6 001 628 

北中伊伊勢勢工工業業用用水水道道改改良良費費 ムムl:: ！~~ 収
支

資本的収支差 ム4,335, 059 27 4, 630 64, 060, 429 
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【収益的収支】

（収入）

収入についての補正は18,036千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

O給水収益 ム3,511千円

北伊勢工業用水道事業の使用水量の減

0長期前受金戻入 18, 908千円

除却資産等が増加したことによる増

（支出）

支出についての補正は199,951千円の減額となり、主な内容は以下のとおりで

す。

0原水及び浄水費 ム85,776千円

計画変更に伴う修繕費の減

。配水費 ム77,330千円

計画変更に伴う修繕費の減

（純利益）

純利益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ200,914 

千円増の268,067千円となる見込みです。

【資本的収支】

（収入）

収入についての補正は674千円の減額となり、内容は以下のとおりです。

O工事受託金 ム674千円

津市からの工事受託金の減

（支出）

〆，－－－

支出についての補正は275,304千円の減額となり、主な内容は以下のとおりで

す。「

0業務設備及び改良費

事業計画の変更等による滅

。中伊勢工業用水道改良費

事業計画の変更等による減

ム258,485千円

L'il l, 483千円
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3 電気事業会計【議案第87号関係】

（単位。千円）

＼＼＼＼  補正前の額 補正額 補正後の予算額 補正項日

電力料（水力発電事業） 3, 778 

電力料（RJ:_i_ F焼却発電事業） －~Q, 26§ 

収入 3, 456, 240 49, 960 3 506 200 
その他附帯事業収益 2, 333 
受取利息 2 510 
長期前受金戻入 ム1~. 212 
雑収益 286 

宮川第三水力発電費 ム！o,_2.8-Q 
長水力発電費 ム5137 

収 三瀬谷水力発電費 6 47, 048 
益 大和谷水力発電費 6 11 875 
的 青田水力発篭費 6 13, 525 
収 支出 4, 357, 037 6164, 935 4 192 102 

一R般D管F発理費電費 ムム ~t~！~－支

支払利息及び企業憤取扱諸費 ム783

消費税及び地方消費税 )5, 000 
固定資産売却損 ム19225 

収益的収支差 ム900,797 214 895 6685, 902 

純損益
6709, 719 217 195 ム492524 

（税抜き）
うち水力 11981, 039 うち水力 !15,617 うち水力 Ll8n5, m 

うちRDF 271, 320 うちRDF 10 l,578 うちRDF 372, 898 

資 収入 2 803, 776 2, 803, 776 
本
的 支出 1 171 277 1 171. 277 
収
支 資本的収支差 1. 632, 499 1. 632, 499 
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【収益的収支】

（収入）

収入についての補正は49,960千円の増額となり、主な内容は以下のとおりです。

O電力料（水力発電事業） 3, 778千円

発電が無効となる放流量が減少し、電力料収入に係る控除額が減少したことな

どによる増

0電力料（RDF焼却・発電事業）

RD  F処理量の増

0長期前受金戻入

売却資産の！帳簿価額確定による減

（支出）

60, 265千円

ム19,212千円

支出についての補正は164,935千円の減額となり、主な内容は以下のとおりで

す。

0三瀬谷水力発電費 ム47,048千円

契約額の確定による委託料の減

ORD  F発電費 ム51,449千円

外部処理量の減による補償費の減

。固定資産売却損 ム19,225千円

売却資産の帳簿価額確定による減

（純損益）

純損益については、収益的収入及び支出の補正により、既決予算に比べ

217, 195千円収支が改善し、 492,524千円の純損失となる見込みです。

なお、事業別の内訳は水力発電事業で865,422千円の純損失、 RD F焼却・発電

事業で372,898千円の純利益となる見込みです。
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｜｜｜ 「企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を
改正する条例案」について

【議案第53号関係】

1 改正理由

人事委員会の議会及び知事に対する平成26年 10月15日付けの給与制度の総合

的見直しに関する勧告等に鋭み、企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を下記のとおり改正します。

2 改正内容

(1）管理職員特別勤務手当

管理職員が、災害への対処等その他の臨時または緊急の必要により平日の深夜に勤

務した場合を支給要件に加えます。（現行では、週休日または祝日法による休日若しく

は年末年始の休日に勤務した場合に限り、支給婆件としています。）

(2）勤勉手当

管理職員以外の勤勉手当の算定に人事評価結果を反映するよう、規定の整備を行い

ます。

( 3）単身赴任手当

再任用職員に対して単身赴任手当を支給できるようにします。

3 施行期日

平成27年4月1日から施行します。
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｛参考】

〔新！日対熊表〕

改 IE 案 現 行

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当）

第十条の二 （略） 第十条の二 （略）

は前項に規定する場合のほか、前条の手当の支給を

受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の

必要により逓休日又は休日等以外の日の午前零時か

ら午前五時までの聞であって正規の勤務時間以外の

時慣に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特

別勤務手当を支鈴する。

（勤勉手当） （勤勉手当）

第十六条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日（以第十六条 勤勉手当は、六月一日及び十三月一日（以

下この条においてこれらの日を「基準日」という。） 下この条においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対し、管理者が別に定 にそれぞれ在職する職員に対し勤務成績に応じ、

める期間における人事評価の結果及び基準日以前 かつ、企業の経営状況その他の事情そ考慮して、

六箇月以内の期間における勤務の状況に応じ、か 基準日の属する月の管理者が定める日に支給す

つ、企業の経営状況その他の事情を考慮して、慕 る。これらの基準目前一月以内に退職し、若しく

準日の属する月の管理者が定める日に支給する。 は地方公務員法第十六条第一号に該当して同法第

これらの基準日前一月以内に退職し、若しくは地 二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡し

方公務員法第十六条第一号に該当して同法第二十 た職員で管理者が定めるものについても同様とす

八条第四項の規定により失職し、又は死亡した職 る。

員で管理者が定めるものについても同様とする。

（再任用職員等についての適用除外） （再任用職員等についての適用除外）

第二十四条第四条、第四条の三、第十一条、第十三 第二十四条 第四条、第四条の三、第五条の二、第十

条及び第十七条の規定は、地方公務員法第二十八条 一条、第十三条及び第十七条の規定は、地方公務員

の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二卜八条 法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又

の六第一項若しくは第二項の規定により採用された は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定によ

職員には適用しない。 り採用された織員には適用しない。

2 （略） 2 （略）
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IV 「三重県水道供給条例の一部を改正する条例案Jについて

【議案第 54号関係】
） 

1 改正理由

水道事業の円滑な維持運営を図るため、基本料金の料率を改定する必要があるこ

とから、三重県水道供給条例の一部を下記のとおり改正します。

2 改正内容

（単位．円Im＇・月）
基本料金の料率

施設名 備考
現行 改定

木曽川用水系 670 700 

ニ護用水系 2,930 1,710 

北勢系

北 長良川水系
2,560 2,300 

中 （亀山市の区域以外の区域）

勢

長良川水系
道 （亀山市の区域）

2,750 2,490 

雲出川水系
平成 22年度から雲

中勢系 1,000 980 出川水系と長良川

長良川水系
水系の料金安統一

南勢志摩水道 1,070 780 

3 施行期B
平成27年4月1日から施行します。

【参考】

1 改正による給水収益の増減

今回の料金改定により、平成 26年度当初予算との比較で、年間約 14億4千

7百万円（ム14.3%）の給水収益の減額となる見込みです。

2 料金の算定期間

平成27年度から平成31年度までの 5年間
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【参考】

〔新！日対照表〕

改正案

別表（第五条関係）

料 率基本料金 使用料金 超過料金

の料率 の料率 の料率

基f 本水、f使用水、f通過1i
量一立 量一立 量一立

方メー 方メー 方メー

トjレに トルに トルに

施設名 っき っき っき

雲出 ！II 

中 水系

勢
九八O円 三九円 一八O円

長良川

水系

木曽川！
七00円 三九円 一八0円

用水系

三重用 一、七一
三九円 一八0円

水系 0円

長良川

北中 水系（亀

勢水 山市の

道
三、＝o

区域以 三九円 一八O円
~t ♀旦

勢
外の区

域に係

るもの）

長良川

水系（亀

山市の 二、四九
三九円 一八0円

区域に Q£'i 

係るも

の）

南勢志摩水道 七八O円 戸九円 一八0円

現

捌表（第五条関係）

料 率

施設名

雲出川

中 水系

勢 長良川

水系

木曽川

用水系

三重用

水系

長良川

北中 水系（亀

勢水 山市の

道 区域以
~t 

勢
外の区

域に係

るもの）

長良川

水系（亀

山市の

区域に

係るも

の）

南勢志摩水道

15 

基本料金

の料率

生本水

量一立

方メー

トjレに

っき

一、 00 

♀E 

六七O円

三、九＝

0円

三、五六

♀E 

二、七五

♀目

一、 O七

。円

fr 

使用料金 超過料金

の料率 の料率

守主用7j( 危過オf
量一立 量一立

方メー 方メー

トjレに トjレに

Itっき Lっき

三九円 一八O円

二九円 一八O円

三九円 一八0円

三九円 一八0円

三九円 一八O円

三九円 一八O円


